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及び環境面における検討内容及び環境面における検討内容
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１．はじめに

平成15年度より行ってきた「福岡空港の総合的な調査」において、将来需要に対応するためには、抜本的な空港能力向上策で

ある「現空港における滑走路増設」と「新空港」のいずれかの対応方策が必要であることが判明した。このため、総合的な調査のス
テップ３以降において、滑走路増設案と新空港案については、数多くの配置案の中から比較の上絞り込みを行い、それぞれの代
表案を選定した上で、代表案の比較検討を行った。

この検討過程の中では 環境面についてもそれぞれ比較検討を行ったこの検討過程の中では、環境面についてもそれぞれ比較検討を行った。

本資料では、総合的な調査でこれまでに実施した環境面での検討内容を整理した。

○滑走路増設案の検討の流れ ○新空港案の検討の流れ
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２．滑走路増設案における比較検討

２ １ 滑走路増設案３案の特徴整理と代表案の検討（ステ プ４レポ トより）２－１ 滑走路増設案３案の特徴整理と代表案の検討（ステップ４レポートより）

現空港における滑走路増設案については、様々な配置案の中から、東側と西側への標準的な配置案（滑走路間隔300m）及び
周辺の道路や住宅地等への影響が最も軽減される案（滑走路間隔210m）の３案を抽出し、それぞれの特徴を整理した。
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その結果、滑走路処理容量では３案とも大きな差はなく、周辺の道路や住宅地、南東側丘陵地の一部除去による自然環境等へ
の影響及び事業費・工期の観点からは、西側配置（滑走路間隔210m）改良案が最も優位であることから、「西側配置（滑走路間隔
210m）改良案」を滑走路増設代表案とした。



２－２ 環境的側面での比較検討

滑走路増設案の比較検討のうち、環境への影響の見通しについては、現空港における周辺自然環境の状況、現空港における埋
蔵文化財の分布状況等を踏まえ、以下のとおり整理している。

評価項目 評価指標 東側配置（滑走路間隔300m） 西側配置（滑走路間隔300m） 西側配置（滑走路間隔210m）改良案

大気環境 騒音 騒音対策区域 東側に拡大する可能性が大きい ● 西側に拡大する可能性が大きい ● 拡大する可能性は小さい ○大気環境 騒音 騒音対策区域 東側に拡大する可能性が大きい ● 西側に拡大する可能性が大きい ● 拡大する可能性は小さい ○

土壌環境
・その他

地質
・地形

地形の改変
制限表面確保のため、空港東側の丘
陵地を一部除去する必要がある。

● 特になし ○ 特になし ○

空港東側の丘陵地を一部除去するた
め、当該丘陵地に分布する以下の植
生に影響を与える可能性がある。
・シイ・カシ林・ブナ・ミズナラ林

植物・群落等の改変面積
林 林

また、以下の貴重な植物・群落に影
響を与える可能性がある。

・オニバス・オケラ・コダマ・ハタ
ケンツキ・ハンノキ・リンドウ・ハ
イビャクシ

● 特になし ○ 特になし ○

ニッポンバラタナゴ（魚類）メダカ
（魚類）等の貴重な魚類の生態系に

動物・植物・生態系 小動物等の生息・
生育環境の場（鳥類以外）

（魚類）等の貴重な魚類の生態系に
影響する可能性がある。

空港東側の丘陵地を一部除去するた
め、当該丘陵地に分布する以下の小
動物等に影響を与える可能性がある。

・アオヤンマ・ダイワンウチワヤン
マ・クロセセリ

●
ニッポンバラタナゴ（魚類）メダカ
（魚類）等の貴重な魚類の生態系に
影響する可能性がある。

●
ニッポンバラタナゴ（魚類）メダカ
（魚類）等の貴重な魚類の生態系に
影響する可能性がある。

●

ケリ コアジサシ オオヨシキリ ケリ コアジサシ オオヨシキリ ケリ コアジサシ オオヨシキリ
小動物等の生息・
生育環境の場（鳥類）

・ケリ・コアジサシ・オオヨシキリ
等の貴重な鳥類の生態系に影響する
可能性がある。

●
・ケリ・コアジサシ・オオヨシキリ
等の貴重な鳥類の生態系に影響する
可能性がある。

●
・ケリ・コアジサシ・オオヨシキリ
等の貴重な鳥類の生態系に影響する
可能性がある。

●

生態系

空港東側の丘陵地を一部除去するた
め、当該丘陵地に分布する以下の生
態系に影響を与える可能性がある。
・自然的樹林地・公園・緑地

● 特になし ○ 特になし ○

自然的樹林地 公園 緑地

文化財 埋蔵文化財の有無

雀居遺跡
久保園遺跡
席田遺跡
宝満尾遺跡

天神森遺跡 等が空港用地の拡張に
より影響を受ける可能性がある。

● 雀居遺跡 等が空港用地の拡張によ
り影響を受ける可能性がある。

○ 雀居遺跡 等が空港用地の拡張によ
り影響を受ける可能性がある。

○
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飛行ルート 飛行ルート下の市街地 市街地あり ● 市街地あり ● 市街地あり ●

凡例 ○：影響がない、または小さいと思われる要素／●：影響が少なからずあると思われ、留意すべき要素

上記の結果、「西側配置（滑走路間隔210m）改良案」が環境的側面では優位である。



（参考１）現空港における周辺自然環境の状況

○現福岡空港及び周辺の動物・植物の生息範囲（鳥以外）
・現福岡空港及び周辺には、貴重な動植物として、魚類ではニッポンバ
ラタナゴ、メダカ、昆虫類ではアオヤンマ、タイワンウチワヤンマ、植物で
はハイビャクシン、ハンノキ等が確認されている。

○現福岡空港及び周辺の動物・植物の生息範囲（鳥類）
・現福岡空港及び周辺には、貴重な鳥類として、ケリ、コアジサシ、オオ
ヨシキリ等が確認されている。

44出典：福岡市環境配慮指針（福岡市） 出典：福岡市環境配慮指針（福岡市）



（参考２）現空港における埋蔵文化財の分布状況

び 蔵 布○現福岡空港及び周辺の埋蔵文化財の分布状況
・現福岡空港及び周辺には埋蔵文化財が多く分布しており、現空港内に
は上牟田遺跡、雀居遺跡があり、周辺には席田青木遺跡、久保園遺跡
等が分布している。

55
出典：福岡市文化財分布地図（福岡市教育委員会）



３．新空港案における比較検討

３ １ 新空港案の特徴整理と代表案の検討（ステ プ４レポ トより）３－１ 新空港案の特徴整理と代表案の検討（ステップ４レポートより）

新空港案についても、様々な候補地ゾーンの
中から まず 制限表面・運航空域の確保や環

志賀島・奈多ゾーン 三苫・新宮ゾーン

配 置 案配 置 案中から、まず、制限表面 運航空域の確保や環
境（玄海国定公園特別区域への抵触回避）、航
空機騒音（市街化区域への影響回避）等の検
討条件から多数案のうちゾーンの絞り込み（２
ゾーン）を行った。その後、一定以上のウインド
カバレ ジが確保できる滑走路配置案を複数検

配 置 案

項　目

配 置 案

項　目

カバレッジが確保できる滑走路配置案を複数検
討し、その中でコストに大きな影響を及ぼす平
均水深が優位な配置案をゾーン毎に絞り込み、
その特徴を整理した。

その結果、２案の優劣を判断することは現段 利
便

 滑走路方位

博多駅からの距離と所要時間

Ｎ１２５°Ｅ Ｎ６１°Ｅ

空
港
能
力

滑走路処理容量 21.3万回／年　（22.6万回／年） （注１） 21.3万回／年　（22.6万回／年） （注１）

現滑走路処理容量14.5万回／年との比
較

1.47倍　（1.56倍） （注１） 1.47倍　（1.56倍） （注１）

約23km，20～25分 約17km，15～20分

階では困難であるが、アクセスと事業費の面で
比較的優位と考えられる三苫・新宮ゾーンN61゜
E案を新空港代表案とした。

津屋崎沖観測ス
テーションデータ
海の中道海浜公
園データ

航 空 機
騒音

運
　
航

ウインド
カバ レッ
ジ

便
性 福岡ICからの距離と所要時間 約22km，概ね20分 約19km，概ね20分

許容横風分
力20ノット

通年：98.6％程度　　　冬季：99.4％程度 通年：98.1％程度　　　冬季：96.1％程度

通年：99.6％程度　　　冬季：99.9％程度 通年：99.1％程度　　　冬季：98.5％程度

制限表面 確保可能 確保可能

社
会

WECPNL75以上の市街化区
域への抵触

抵触しない 抵触しない
騒音
法 的 規
制等

自
然
環
境

会
環
境

域 の抵触
国定公園（特別地域）への抵
触

抵触しない 抵触しない

周辺自然環境への影響
海浜に変形（前進あるいは後退）が生じる可能性が
ある。また、藻場、漁場、貴重生物、自然景観などに
配慮する必要がある。

海浜に変形（前進あるいは後退）が生じる可能性が
ある。また、藻場、漁場、貴重生物、自然景観など
に配慮する必要がある。

空
港
規
模

全体用地面積（埋立面積） 約510ha 約510ha

滑走路長×本数 3,000m×2本 3,000m×2本模

建
　
設

概 算 事
業費

護岸・埋立（漁業補償含む） 約 5,400億円　〔平均水深 約13m〕

ターミナル施設 約 1,500億円

合 計 約 9,700億円

約 5,200億円　〔平均水深 約12m〕

基本施設 約 1,600億円 約 1,600億円

約 1,500億円

その他（アクセス施設） 約 1,200億円 約   900億円

約 9,200億円
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そ
の
他

注１） 空港能力の（　）書きはピーク時以外の昼間時間帯を有効利用した場合

約 ,

背後地域における物流施設等の立地可
能性

海の中道海浜公園区域が背後にあり、空港近くでの
立地の可能性が少ない。

空港と幹線道路の双方に近い位置に立地できる可
能性がある。

約 ,

工事着手後の工事期間 約９年 約９年



３－２ 環境的側面での比較検討

新空港案の比較検討のうち、環境への影響の見通しについては、新空港における周辺自然環境の状況及び海浜変形の検討、漁
業権の分布と主な漁場等を踏まえ、以下のとおり整理している。

評価項目 評価指標 志賀島・奈多ゾーン 三苫・新宮ゾーン
大気環境 航空機騒音 市街地への影響 ほぼ影響なし。 ○ ほぼ影響なし。 ○

アクセス交通 市街地・住宅地・学校等の存在 想定されるアクセス区間内や周辺に福岡市東区の市
●

想定されるアクセス区間内や周辺に新宮町及び福岡
●振動・騒音

区間 周 福岡市東区 市
街地が存在している。 ●

区間 周 新宮 福岡
市東区の市街地が存在している。 ●

水環境 水質 水質 埋立てにより水質変化が生じる可能性がある。 ● 埋立てにより水質変化が生じる可能性がある。 ●
土壌環境
・その他

地形・地質 地形の改変 潮流の変化により海浜変形が生じる可能性がある
●

潮流の変化により海浜変形が生じる可能性がある
●

動物・植物・生態系 植物群落等の改変面積 直接の改変はない

対応案の対岸、想定されるアクセス区間内や周辺で
以下の植物を確認

直接の改変はない

対応案の対岸、想定されるアクセス区間内や周辺で
以下の植生を確認以下の植物を確認

・海浜植物群落・クロマツ林
また、以下の貴重な植物・群落を確認
・雁ノ巣海浜植物群落・海の中道クロマツ林

○
以下の植生を確認
・海岸低木林・ブナ・ミズナラ林
また、以下の貴重な植物・群落を確認
・海の中道クロマツ林

○

小動物等の生息・
生育環境の場

空港島による直接の改変はない

空港島の対岸、想定されるアクセス区間内や周辺で
以下の小動物等を確認
・アカウミガメ（爬虫類）

●

空港島による直接の改変はない

空港島の対岸、想定されるアクセス区間内や周辺で
以下の小動物等を確認
・タイワンウチワヤンマ ルリクワガタ（昆虫類）

●
・アカウミガメ（爬虫類）

・カワランハンミョウ、ハラビロハンミョウ（昆虫
類）

・タイワンウチワヤンマ、ルリクワガタ（昆虫類）

貴重な鳥類 想定されるアクセス区間の一部及び周辺がコクガン、
シノリガモ、ミサゴ、コアジサシ、マダラウミスズ
メ、ウミスズメ等の貴重な鳥類の生息・生育環境の
場となっている

●

想定されるアクセス区間の一部及び周辺がチュウサ
ギ、コシャクシギ、ノジコ等の貴重な鳥類の生息・
生育環境の場となっている

●

生態系 陸域については直接の改変はない 陸域については直接の改変はない生態系 陸域については直接の改変はない。

対応案の対岸、想定されるアクセス区間内や周辺で
以下の生態系を確認
・自然的樹林地
海域については埋立てによる影響の可能性がある。

●

陸域については直接の改変はない。

対応案の対岸、想定されるアクセス区間内や周辺で
以下の生態系を確認
・自然的樹林地・植林地・竹林
海域については埋立てによる影響の可能性がある。

●

藻場・干潟の改変面積 志賀島沿岸・海の中道沿岸に藻場
空港島の存在が影響を与える可能性あり ●

相島沿岸・新宮町沿岸に藻場

空港島や空港アクセスの存在により一部消失の可能
性あり

●
性あり

国定公園・鳥獣保護区・海岸保
全区域・保安林

・空港島が海域の国定公園普通地域を一部改変。想
定されるアクセス区間内に国定公園１種地域が存在。
・対応案の対岸に海岸保全区域が存在する

●

・空港島が海域の国定公園普通地域を一部改変。想
定されるアクセス区間内に国定公園３種地域が存在。
・対応案の対岸に海岸保全区域が存在する

●

景観 景観資源・眺望景観の有無 海の中道
奈多砂丘

●
三苫の海食崖
相ノ島

●

人と自然とのふれあい活 触合い活動の場の改変の有無 直接の改変はない
存在

直接の改変はない
存在

77

動の場 対岸に以下の触合い活動の場が存在する。
・海の中道海浜公園
・身近な生き物等の分布する玄界灘沿岸

○
周辺に以下の触合い活動の場が存在する。
・新宮海水浴場
・身近な生き物等の分布する玄界灘沿岸

○



評価項目 評価指標 志賀島・奈多ゾーン 三苫・新宮ゾーン
飛行ルート 飛行ルート下の市街地 飛行ルート下に市街地がない。 ○ 飛行ルート下に市街地がない。

○

その他 漁業権設定の有無
改変の程度

共同漁業権が設定されている
わかめ養殖業の区画漁業権が設定されている
水域改変面積約510ha

●
共同漁業権が設定されている
水域改変面積約510ha ●

漁場の有無 クルマエビ・アカエビ・カレイの漁場に近接（相島
●

クルマエビ・アカエビ・カレイの漁場に近接（相島
●

凡例 ○：影響がない、または小さいと思われる要素／●：影響が少なからずあると思われ、留意すべき要素

漁場の有無
漁場までの距離

クルマ ビ アカ ビ カレイの漁場に近接（相島
～志賀島）

●
クルマ ビ アカ ビ カレイの漁場に近接（相島
～志賀島）

●

境上記の結果、環境的側面で新空港２案の優劣を判断することは困難である。

8



（参考３）新空港における周辺自然環境の状況及び海浜変形の検討

○周辺自然環境の状況
・候補地ゾーンの周辺には貴重な動植物として、爬虫類ではアカウミガ

メ、昆虫類ではルリクワガタ、鳥類ではチュウサギ、コアジサシ等が確認さ
れている。また、藻場が存在している。

○海浜変形の検討

・空港の立地が沿岸部の海浜に及ぼす影響を把握するため、海の中
道から津屋崎海岸までを対象として海浜変形（前進または後退）の検討
を行った。この結果から、下表に示すように、大まかな傾向を把握するこ
とができた。

なお、海浜変形の検討は本来、海象、海浜地形、底質など最新データ
をもとに行うことが望ましいが、現段階ではこれらの現地データが取得さ
れていないため、今回は既存の資料をもとに、一部の条件も仮定して検
討を行った。よって、今後現地の詳細なデータを取得のうえ精査を行う
必要があり 今回の結果が変更となる可能性がある必要があり、今回の結果が変更となる可能性がある。

ケース 海浜変形の傾向

候補地ゾーン海域が将来にわたって現状のまま（海

現状

候補地ゾ ン海域が将来にわたって現状のまま（海
域において新空港等の建設がない）とした場合、季
節的変形が若干あるものの、長期的にはほぼ安定し
た傾向がある。

候補地ゾーン海域に新空港を建設した場合、空港島
の離岸距離が大きくなるほど広範囲に変形が生じ、

新空港建設

陸に近接するほど局部的（背後域）に変形が生じる
傾向がある。陸に近接する配置案の位置では、背後
の海浜が前進する傾向が見られる。
海岸防護対策を合わせて実施することにより、海浜
変形を抑制できる可能性がある。

出典：福岡市環境配慮指針（福岡市）
自然環境保全基礎調査（環境庁）
を基に作成

出典：空港整備技術課題検討調査（九州地方整備局）
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を基に作成



（参考４）漁業権の分布と主な漁場

○海面及び区画漁業権の分布
・候補地ゾーンの周辺には共同漁業権が設定されており、一部にはワカ
メ養殖等も行われている。

○主な漁場と漁期
・候補地ゾーンの周辺には、クルマエビ、アカエビ、カレイ等の漁場が存
在している。

出典：福岡県漁業管理課資料を基に作成
出典：福岡県水産要覧 福岡県水産要図
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４．滑走路増設代表案と新空港代表案における比較

４－１ 滑走路増設代表案と新空港代表案の比較（ステップ４レポートより）４ １ 滑走路増設代表案と新空港代表案の比較（ステップ４レポ トより）

各代表案を定量的・定性的に判断する材料として、５つの評価の視点の下に１５の評価項目を設定し、それを用いて比較評価した。
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４－２ 環境的側面での比較

滑走路増設代表案と新空港代表案の環境的側面については、以下のとおり整理している。

評価項目 評価指標 滑走路増設方策
西側配置（滑走路間隔210m）改良案

新空港方策
三苫・新宮ゾーン

大気環境 航空機騒音 騒音対策区域
市街地への影響

拡大する可能性は小さいが、現空港周辺の
騒音は残る。

●
ほぼ影響なし。

○

アクセス交通
振動・騒音

市街地・住宅地・学校等の存在 既存市街地が存在している。
●

想定されるアクセス区間内や周辺に新宮町及び福岡市
東区の市街地が存在している。

●

水環境 水質 水質 大きな変化はない ○ 埋立てにより水質変化が生じる可能性がある ●水環境 水質 水質 大きな変化はない ○ 埋立てにより水質変化が生じる可能性がある。 ●
土壌環境
・その他

地形・地質 地形の改変 特になし
○

潮流の変化により海浜変形が生じる可能性がある
●

動物・植物・生態系 植物群落等の改変面積 特になし

○

直接の改変はない

空港島の対岸、想定されるアクセス区間内や周辺で以
下の植物を確認
・海の中道クロマツ

○

小動物等の生息 ニッポンバラタナゴ（魚類） 空港島による直接の改変はない小動物等の生息・
生育環境の場

ニッポンバラタナゴ（魚類）

メダカ（魚類） 等の貴重な魚類の生態系
に影響する可能性がある。

●

空港島による直接の改変はない

空港島の対岸、想定されるアクセス区間内や周辺で以
下の小動物を確認
・タイワンウチワヤンマ、ルリクワガタ（昆虫類）

○

貴重な鳥類
・ケリ・コアジサシ・オオヨシキリ等の貴
重な鳥類の生態系に影響する可能性がある。

●
想定されるアクセス区間の一部及び周辺がチュウサギ、
コシャクシギ、ノジコ等の貴重な鳥類の生息・生育環
境の場となっている

●

生態系 特になし 陸域については直接の改変はない生態系 特になし

○

陸域については直接の改変はない。

対応案の対岸、想定されるアクセス区間内や周辺で以
下の生態系を確認
・自然的樹林地・植林地・竹林
海域については埋立てによる影響の可能性がある。

●

藻場・干潟の改変面積 評価対象非存在で影響がない
○

相島沿岸・新宮町沿岸に藻場

空港島や空港アクセスの存在により一部消失の可能性
あり

●
あり

国定公園・鳥獣保護区・海岸保全
区域・保安林

評価対象非存在で影響がない
○

・空港島が海域の国定公園普通地域を一部改変。想定
されるアクセス区間内に国定公園３種地域が存在。
・空港島の対岸に海岸保全区域が存在する

●

景観 景観資源・眺望景観の有無 特になし
○

三苫の海食崖
相ノ島

●

人と自然とのふれあい活
動の場

触合い活動の場の改変の有無 特になし
○

直接の改変はない
周辺に以下の触合い活動の場が存在する ○動の場 ○ 周辺に以下の触合い活動の場が存在する。
・新宮海水浴場

○

文化財 埋蔵文化財の有無 雀居遺跡 等が空港用地の拡張により影響
を受ける可能性がある。

●
海域のため埋蔵文化財の存在はなく影響はない。

○

飛行ルート 飛行ルート下の市街地 市街地あり ● 飛行ルート下に市街地がない。 ○
その他 漁業権設定の有無

改変の程度
評価対象非存在で影響がない

○
共同漁業権が設定されている
わかめ養殖業の区画漁業権が設定されている
水域改変面積約510ha

●
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凡例 ○：影響がない、または小さいと思われる要素／●：影響が少なからずあると思われ、留意すべき要素

水域改変面積約510ha
漁場の有無
漁場までの距離

評価対象非存在で影響がない
○

クルマエビ・アカエビ・カレイの漁場に近接（相島～
志賀島）

●

上記の結果、優劣の差がつく評価項目が異なっているため、環境的側面で優劣を判断することは難しい。


